
 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

マンガで紹介する「知って役立つ労働法」カードを 

今春卒業する県内全ての高校生に配布します 

 

  茨城労働局（局長中村俊一）は、これから社会に出て働くこと

となる高等学校の生徒に対し、労働関係法令と相談窓口を周知す

るため、「知って役立つ労働法」カードを作成し、高校生に配布

します。このカードは、今、問題となっている「若者の『使い捨

て』が疑われる企業等」への対策の一環として、茨城県や有識者

からのご要望も受け、作成したものです。平成 26 年 2 月 27 日に

茨城労働局監督課長が茨城県庁を訪れ、茨城県総務部総務課私学

振興室長と茨城県教育庁高校教育課長にカード型資料を手渡し、

県内の高等学校の生徒への配布を依頼します。カード型資料は、

今年３月末までに県内の高等学校を卒業する生徒全員（約３万

人）の手元に届く予定です。 

  

 

【時間・場所について】 

・平成 26 年 2 月 27 日 14 時 45 分～ 県庁３階 県民相談センター相談室 

 

【「知って役立つ労働法」カードの特徴】 

○ハンドブック「知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識～」の

案内と相談窓口を掲載しています。 

○携帯することができます。 

○イラストを使用し、マンガ形式にしています。 
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平成２６年２月２５日 

【照会先】 

茨城労働局労働基準部（監督課） 

課      長 藤中基之 

専門監督官 三浦かをり 
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